
問題提起補助資料





原子力規制委員会が求めた7項目 (7月10日原子力規制委員会資料)

1. 福島第一原子力発電所の廃炉を主体的に取り組み、やりきる覚悟
と実績を示すことができない事業者に、柏崎刈羽原子力発電所の
運転をする資格は無い。

2. 福島第一原子力発電所の廃炉に多額を要する中で、柏崎刈羽原子
力発電所に対する事業者責任を全うできる見込みが無いと、柏崎
刈羽原子力発電所の運転を再開することはできない。

3. 原子力事業については、経済性よりも安全性追求を優先しなくて
はならない。



4. 不確実・未確定な段階でも、リスクに対する取り組みを実施
しなくてはならない。

5. 規制基準の遵守は最低限の要求でしか無く、事業者自らが原
子力施設のさらなる安全性向上に取り組まなくてはならない。

6. 原子力事業に関する責任の所在の変更を意味する体制変更を
予定しているのであれば、変更後の体制のもとで柏崎刈羽原
子力発電所について再申請するべき。

7. 社内の関係部門の異なる意見や知見が、一元的に把握され、
原子力施設の安全性向上に的確に反映されなければならない。
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